
緊
急
事
態
宣
言
の
解
除
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト 

 

神
戸
商
工
会
議
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会 

頭 

家 

次 
 

 

恒 

 
 兵

庫
県
を
含
む
関
西
三
府
県
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
こ

と
は
、
経
済
活
動
の
正
常
化
に
向
け
た
大
き
な
前
進
で
あ
り
、
よ
う

や
く
先
が
開
け
た
と
の
思
い
で
あ
る
。 

  

一
方
、
長
引
く
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
地
域
経
済
は
困
窮
を

極
め
て
お
り
、
今
後
は
そ
の
中
で
、
第
二
波
が
生
じ
な
い
よ
う
感
染

拡
大
防
止
を
図
り
な
が
ら
、
経
営
危
機
か
ら
の
脱
却
の
道
を
探
る
厳

し
い
局
面
が
続
く
。 

 

政
府
並
び
に
地
元
自
治
体
に
お
か
れ
て
は
、
感
染
再
拡
大
の
防
止

と
併
せ
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
何
よ
り
も
、
こ
れ
以
上
の
経
済
悪

化
を
防
ぐ
べ
く
、
迅
速
か
つ
果
断
な
経
済
対
策
の
実
行
を
強
く
お
願

い
し
た
い
。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日 

  


